
様式３の１　指名停止等の運用状況一覧表

（指名停止開始日 ： 令和元年１０月１日～令和２年２月２９日）

業　　　　　者　　　　　名 本社所在地 該当事項 指名停止の理由 備考

1 (株)福本建設 京都市左京区 令和1年12月3日 ～ 令和2年2月2日
工事等関係者事故
(別表第１第３号（１））

京都府が発注した河川小修繕工事において、作業員が死
亡する労働災害を発生させたとして、京都上労働基準監督
署が労働安全衛生法違反で書類送検したもの

工事

2 東山管理センター(株) 京都市山科区 令和1年12月6日 ～ 令和2年1月5日
不正又は不誠実な行為
（別表第２の４（４））

東山管理センター(株)の使用人が、1名が死亡、6名が重軽
傷を負う事故を起こし、自動車運転処罰法違反の疑いで運
転手が現行犯逮捕されたもの

工事

3 石本建設(株) 与謝野町 令和1年12月20日 ～ 令和2年3月19日
不正又は不誠実な行為
（別表第２の４（４））

京都府が発注した災害復旧工事で労災事故を発生させた
にもかかわらず、労働基準監督署への報告を迅速に行って
いなかったとして、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検
されたもの

工事

4 セコム(株) 東京都渋谷区 令和1年12月24日 ～ 令和2年3月23日
その他
（別表第２の９）

セコム（株）の使用人が出動先の民家で窃盗と住居侵入の
疑いで逮捕されたことが判明したもの

工事

5 (株)クボタ 大阪府大阪市 令和2年1月16日 ～ 令和2年2月15日
不正又は不誠実な行為
（別表第２の４（４））

日本下水道事業団発注の工事において労働安全衛生法に
違反したとして、岡山簡易裁判所から罰金刑の略式命令を
受けたもの

工事

6 (株)井長組 宮津市 令和2年2月12日 ～ 令和2年3月11日
不正又は不誠実な行為
（別表第２の４（４））

京都府与謝郡伊根町内で行った整地行為等が、「自然公
園法」「港則法」「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律」に違反するとして、海上保安署が検察庁に送検した
もの

工事

指名停止期間
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